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・冊子検索
・判例検索

法律雑誌「民商法雑誌」が2014年10月より、Webでも読めるようになりました。さらに、電
子版では本文中の判例から判例データベースにリンクできます（注1）。

民商法雑誌電子版のご案内

（注1）：判例リンクは出典が特定できた判例のみで、出典がない判例にはリンクを付しておりません。
（注2）：紙の本誌発行日に電子版が登載されます。

　         

収録対象

検索方法

有斐閣 有斐閣 



■価格
　1ID月額1,000円（税抜）　

■提供形態
　民商法雑誌電子版は、インターネット経由でコンテンツを提供するWebサービスです。
　判例データベース各社のサービス提供でのご利用となり、有斐閣から直接提供しておりま
　せん。また、取次・書店での取り扱いはございません。

■記事検索

民商法雑誌PDF

判例データベースの判決文へ（イメージ） 判例評釈のPDFへ

お問合せ先

㈱有斐閣  デジタル出版部
tel : 03-3221-4851　月～金 9：30～17：00 （年末年始、祝日除く）
e-mail : media-for@yuhikaku.co.jp

【各社連絡先】

第一法規株式会社
　tel：0120-203-480
　e-mail：info-d1law@daiichihoki.co.jp

株式会社エル・アイ・シー
　tel：03-3401-5181
　e-mail：info@hanreihisho.com

株式会社ＴＫＣ
　tel：0120-114-094
　e-mail：lexcenter@tkc.co.jp

ウエストロー・ジャパン株式会社
　tel：0120-100-482
　e-mail：support@westlawjapan.com

2017年11月1日現在

【種別】
判決／最高裁判所第二小法廷
【裁判年月日】
平成２５年１月１１日
【事件番号】
平成２４年（行ヒ）第２７９号
【事件名】
医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
【掲載文献】
最高裁判所民事判例集６７巻１号１頁
判例時報２１７７号３５頁
判例タイムズ１３８６号１６０頁
裁判所時報１５７１号５頁
裁判所ウェブサイト

【主文】
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

【理由】
　上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由について
１　本件は，平成１８年法律第６９号１条の規定による改正後の薬事法（以下「新薬事法」
という。）の施行に伴って平成２１年厚生労働省令第１０号により改正された薬事法施行
規則（以下「新施行規則」という。）において，店舗以外の場所にいる者に対する郵便そ
の他の方法による医薬品の販売又は授与（以下「郵便等販売」という。）は一定の医薬品
に限って行うことができる旨の規定及びそれ以外の医薬品の販売若しくは授与又は情報提
供はいずれも店舗において薬剤師等の専門家との対面により行わなければならない旨の規
定が設けられたことについて，インターネットを通じた郵便等販売を行う事業者である被
上告人らが，新施行規則の上記各規定は郵便等販売を広範に禁止するものであり，新薬事
法の委任の範囲外の規制を定める違法なものであって無効であるなどと主張して，上告人
を相手に，新施行規則の規定にかかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位

号数・号名・頁・論文
名・記事分類・事項索引
で記事検索ができます。

PDF上で本文中の判例部分をクリックすると判決文にリンクします

■冊子検索

目次の1頁目が表示され、
目次上で論文タイトルをク
リックすると論文の1頁目
にリンクします。 判決文へ（イメージ）
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